
茨木市事業所等給水機設置事業補助金申請の流れ

①補助金交付申請書（様式第１号）

②事業者及び個人事業主概要書（様式第２号）

③市税完納証明書（様式第３号に市民税課で証明をもらったもの）

④次の区分に応じ各該当するもの

ア個人事業主

本人確認書類の（写） ※運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

市内に事業所を有していることが分かる書類

イ法人

登記事項証明書

ウ団体

団体概要書（様式第４号）

会則等

役員名簿

会員名簿

⑤購入又は賃借を予定する給水機のカタログ等

⑥見積書（写）等費用の内訳の分かるもの

⑦設置を予定する場所が分かる書類

⑧誓約書

①変更承認申請書（様式第６号）

②変更額や変更日の分かる契約書等の（写）

交付申請書類提出

②茨木市より、交付決定通知書が届いてから、購入・契約してください。

ある場合

購入・契約後、交付決定通知書に記載の金額等に変更が

ない場合

①補助金交付申請を行ってください。

茨木市から交付決定通知書（様式第５号）を送付

給水機の購入・契約

③-１変更申請を行ってください。

変更申請書類提出

（裏面へ）1 （裏面へ）2

必要書類

必要書類



茨木市事業所等給水機設置事業補助金申請の流れ

①設置報告書（様式第８号）

②設置状況が分かる写真

③領収証書等経費及び内訳が確認できる書類の（写）

①交付請求書（様式第10号）

①使用状況報告書 （様式第11号）

茨木市から変更承認通知書（様式第７号）を送付

補助金の交付

⑤使用状況報告書を提出して下さい。

（表面から）1 （表面から）2

③-２設置報告書を提出して下さい。

③設置報告書を提出して下さい。

④交付請求書を提出して下さい。

設置報告書類提出

交付請求書類提出

使用状況報告書類提出

完了

必要書類

必要書類

必要書類

茨木市から確定通知書（様式第９号）を送付


